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令和４年度臨床研修募集定員について
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資料３



基幹型臨床研修病院ごとの令和４年度定員配分及びその算定方法について
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➢ 令和３年度募集定員分から国が各都道府県の募集定員の上限を定め、各都道府県において当該上限の範
囲内で病院ごとの定員を定めることなった。（医師法（改正後の第16条の3）による）

➢ 令和４年度臨床研修 佐賀県の募集定員の上限 → ８１名（R2.12.14 厚労省事務連絡） ※R3年度は上限93名

➢ 病院ごとの定員配分を地域医療対策協議会で審議し、令和3年4月15日までに厚労省に報告する
必要がある。

募集定員の配分方法（案）
前年度（R3年度）募集定員をベースに各病院の意向を踏まえ調整
※臨床研修WGにおいて各病院の受け入れ態勢やプログラム内容について議論したうえで、各病院への意向調査を行う

今後のスケジュール
★R3.2月上旬 臨床研修WGにおいて議論
R3.2月末 各病院へ定員希望の照会
R3.3月中下旬 佐賀県地域医療対策協議会の開催 ※定員配分の了承を得る
R2.4.15 厚労省に定員配分及び算定方法を報告
R2.4.30 県から各病院に決定した定員を通知

各病院にお願いしたいこと
・臨床研修医の県内での研修及び修了後の定着が促進されるよう配慮いただきたい。
・R3年度募集定員を維持するとともに、指導体制の確保と研修プログラム内容の充実に努めていただきたい。



佐賀県の募集定員の上限について （R2.12.10医道審議会医師分科会医師臨床研修部会にて審議、決定）
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佐賀県の募集定員の上限について （R2.12.10医道審議会医師分科会医師臨床研修部会にて審議、決定）
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（詳細な配分内容は不明）
・R３年度と比較して研修希望者数の減少及び募集
定員倍率の縮小により加算として配分する数が減少

・他県との配分上、相対的に減少

Ｒ３年度以降　佐賀県の募集定員の上限
地域枠による加算 激変緩和

地域枠

（奨学金貸与者数×

今回の倍率）

　　　　　　　　②

（D）× 離島人口

× ６／ 都道府県の

人口

（Ｆ）

　

　　　　　　　③

医師偏在状況等に

応じた配分

　　　　　　　　④

①～④の合計がR2年度

採用実績に満たない場合

は、R2年度採用実績を

上限として追加。追加分

を他の都道府県で按分し

て減ずる

　　　　　　　　　　⑤

佐賀県

R3

4人×1.09=

4人 1人
23人

（内医師少数区域

人口加算　２）

▲1人 93人 0 93人

佐賀県

R4

8946人×815千人／126,167

千人

=58人

8946人×103人／9357人

=98人

58×1.2

=70人
65人

4人×1.08=

4人 1人
13人

（内医師少数区域

人口加算　２）

▲2人 81人 0 81人

※当該年度に研修を

開始する者の奨学金

貸与者数

※計算式不明 ※偏在指標を相対評

価して算定

⑥を配分した結果、

やむを得ず一病院あ

たりの定員配布数が

１となる場合、当該

病院の募集定員数を

２に増加するための

加算分

　　　　　　　　⑦

Ｒ３年度佐賀県の

募集定員の上限

⑥＋⑦

　

　　　　　　　⑧

※計算過程不明（参考：昨年度数値で推計（8950×70／9557≒66人）

66人

地理的条件等の加算

臨床研修部会にて

了承された配分可

能数

①～⑤の合計

　

　　　　　　⑥

全国の研修医総数（推計）

× 都道府県の人口／全国の

総人口

（Ａ）

全国の研修医総数（推計）

×都道府県の医学部入学定

員／ 全国の医学部入学定員

の合計

（Ｂ）

（Ａ）と（Ｂ）

の多い方

ただし、

（B）は（A）の

1.2倍を限度とす

る

（Ｃ）

全国の研修医総数（推計）

を各都道府県の（Ｃ）で按

分した数値

（Ｄ）

　　　　　　　　　　①

前提として、全国の募集定員上限が
R3年度11,949人からR4年度11,289人となっており、660人減少している。（参考資料９）



県内研修病院の募集定員の配分について
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各病院の募集定員の配分方法（案）

過去3年間の
採用実績の
最大値

医師派遣の
実績による

加算

全病院の合計
が都道府県の
基礎数を超え
る場合の調整

小児科・産科
プログラムに
よる加算

都道府県によ
る調整値

（各病院が希
望する定員数
との差など）

募集定員

前年度の
募集定員

全病院の合計
値が都道府県
の上限を超え
る場合の調整

都道府県によ
る調整値

（各病院が希
望する定員数
との差など）

募集定員

＝

＝

＋ ± ＋ ＋

± ±

国が示す算定方法（参酌基準）

佐賀県の配分方法



県内研修病院の募集定員の配分について
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研修開始年度
佐賀県 好生館 佐賀大学 唐津赤十字

嬉野医療
センター

佐賀病院 新武雄病院

定員 実績 定員 実績 定員 実績 定員 実績 定員 実績 定員 実績 定員 実績

H31（2019） 87 64 13 9 51 35 4 4 8 5 5 5 6 6

R2（2020） 86 69 11 11 52 35 4 4 8 8 5 5 6 6

R3（2021） 90 61* 12 12* 52 28* 4 3* 8 8* 6 5* 8 5*

R4（2022） 上限81

募集定員の配分方法について意見交換事項

調整の要素

・マッチング率（空席率）

・採用実績

・臨床研修後の県内定着の状況

・プログラムの精査 等

*マッチング結果の人数（二次募集前）

過去３年間の募集定員と採用実績 定員及び実績は自治医大卒医師を含む


